
市民憲章・都市宣言 

市民憲章・都市宣言 

八千代市民憲章 

光よ、土よ、風よ、水よ、きょうも新しい命をありがとう。 

わたしたちは、生ある限り、互いに支え合い、共に生きる社会をつくるため、 

ここに八千代市民憲章を定めます。 

1．やさしい心と明るい声が響き合う、健やかなまちをつくります。 

1．小さな一歩を積み重ね、地球を考えるまちをつくります。 

1．よろこびと希望に満ちた、安心して住めるまちをつくります。 

1．自然を愛し、緑と花を育て、文化と潤いのあるまちをつくります。 

1．みんなで支え合い、共に生きるまちをつくります。 

平成 10 年 11 月 19 日制定 

八千代市子ども憲章 

緑豊かな自然に恵まれた八千代市の輝かしい未来を願う私たちは、 

八千代市を誇りに思い、愛と友情あふれるやさしい心をもち、「みんなが一人のために、 

一人がみんなのために」を心がけながら、手をとりあい、だれもが好きになるすばらしい 

八千代市にしていくことを誓い、ここに「八千代市子ども憲章」を定めます。 

【自  然】 私たちは、八千代市のシンボル新川を守りつづけながら、 

ゴミのない自然の豊かなきれいなまちをつくっていきます。 

【  夢  】 私たちは、自分の夢に向かって、共に語りあい励ましあいながら 

前進するため日々努力していきます。 

【  命  】 私たちは、明るく健康な毎日を送れるように心がけ、 

両親から与えられたかけがえのない命と、 

地球すべての命を大切にしていきます。 

【 思 い や り 】 私たちは、いつも相手の気持ちを考える心を持ち、 

仲間と協力しあい助けあっていきます。 

【礼  儀】 私たちは、だれとでも明るいあいさつをかわし、 

たがいにマナーを守って、気持ちよくふれあっていきます。 

【文  化】 私たちは、八千代市の文化や伝統を大切にし、さらに、世界の仲間たちとの 

交流を深めることで新しい文化をつくっていきます。 

平成 13 年 1 月 1 日制定 
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緑の都市宣言 

 

私たちは、祖先が培った豊かな緑と美しい自然環境の中で生活を営んでいる。 

この緑豊かな自然環境こそ、私たち八千代市民共通の誇りであり宝である。 

私たちは、この緑豊かな八千代市に永遠に住み続けたいと念願する。 

そのため私たち八千代市民は、 

失われつつあるこのふるさとの貴重な緑を守り身近な緑を育み、 

後世に引き継ぐために全ての市民が一体となり、決意をもって総力をあげ、 

緑に囲まれ安らぎと潤いのある、健康的で人間が住むにふさわしい街づくりをすることを誓い、 

八千代市を「緑の都市」とすることをここに宣言する。 

 

昭和 62 年 5 月 23 日  八千代市 

 

 

平和都市宣言 
 

私たち八千代市民は、 

21 世紀に向けて「調和のとれた人間都市」八千代市の実現をめざしている。 

この将来都市像の実現は、日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み得ないものである。 

私たち八千代市民は、わが国が世界唯一の被爆国として、 

核兵器の恐ろしさと被爆者の苦しみを世界の人々に訴え続けるとともに、 

再び地球上に広島・長崎の惨禍が繰り返されることがないよう 

世界の恒久平和の達成を強く念願するものである。 

私たち八千代市民は、生命の尊厳を深く認識し、 

将来にわたって、わが国の非核三原則が堅持されるとともに、 

平和を脅かす核兵器の廃絶と世界の恒久平和の達成のため努力することを決意し、 

ここに平和都市を宣言する。 

 

昭和 62 年 9 月 18 日  八千代市 

 

 

健康都市宣言 
 

私たち八千代市民は、新川のようにおだやかなまちの中で、だれもが生きがいをもち、 

安心して自分らしく、心豊かに暮らせることを望んでいます。 

 

私たちは健康について考え、家族や地域の人たちと学び合い、ふれあいの輪を広げながら、 

地球市民であることを自覚し、健康的な環境づくりに努めます。 

 

ここに市民一人ひとりが、愛と夢、勇気をもって、 

生きていることの幸せを実感できるまちづくりを誓い、「健康都市」を宣言します。 

 

平成 11 年 3 月 19 日  八千代市




